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（提案理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、政務活

動費に関し、規定の整備を図るため提出します。 



   東京都台東区議会区政調査研究費の交付に関する条例の一

部を改正する条例  

 

東京都台東区議会区政調査研究費の交付に関する条例（平成１

３年３月台東区条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例 

 本則（第１条、第７条及び第１２条を除く。）中「研究費」を「政

務活動費」に改める。 

 第１条中「第１００条第１３項及び第１４項」を「第１００条

第１４項から第１６項まで」に改め、「の調査研究」の次に「その

他の活動」を加え、「議会の会派」を「東京都台東区議会における

会派（以下「会派」という。）」に、「区政調査研究費（以下「研究

費」という。）」を「政務活動費」に改める。 

 第７条を削り、第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第

４条を第５条とする。 

 第３条第３項中「区長」を「東京都台東区長（以下「区長」と

いう。）」に改め、同条を第４条とする。 

 第２条中「東京都台東区議会における会派(以下「会派」とい

う。)」を「会派」に改め、同条を第３条とし、第１条の次に次の

１条を加える。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第２条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、

住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等、区政の課題及び

区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の



増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める使途基準に従って使用するもの

とし、前項に規定する経費以外のものに充ててはならない。 

 第１０条中「行うことができる」を「行う等、政務活動費の使

途の透明性の確保に努めるものとする」に改める。 

 第１１条第１項中「調査研究」の次に「その他の活動」を加え

る。 

 付則の次に次の別表を加える。 

別表（第２条関係） 

項目 内容 備考 

研究研修費 会派が研究会若しくは研修

会を開催するために必要な

経費又は会派に所属する議

員等が他の団体の開催する

研究会若しくは研修会に参

加するために必要な経費

（会場費、講師謝礼、参加

費、会費、交通費、宿泊料

等） 

(１) 会派に所属す

る議員又は会派に

所属する議員の関

係者が講師の場合

の講師謝礼は、対

象としない。 

(２) 政党の党大会

参加費、党費等は、

対象としない。 

調査旅費 会派が行う調査研究活動の

ために必要な先進地調査又

は現地調査に要する経費

（交通費、宿泊料、視察先

に対する儀礼的経費、旅行

保険料等） 

 

資料作成費 会派が行う調査研究活動の

ために必要な資料の作成に

要する経費（印刷製本費、

原稿料、翻訳料等） 

選挙活動又は政党活

動に係る資料の作成

に要する経費は、対

象としない。 

資料購入費 会派が行う調査研究活動の

ために必要な図書、資料等

の購入に要する経費（書籍

購入費、新聞雑誌購読料等） 

 



 
広報費 会派の調査研究活動、議会

活動及び区の政策について

区民に報告及び周知をする

ために必要な経費（印刷製

本費、広報誌等送料、ビデ

オ製作費、会場費等） 

選挙活動又は調査研

究に関係しない政党

活動に要する経費

は、対象としない。 

広聴費 会派が区民等から区政及び

会派の政策等についての要

望及び意見を収集するため

の会議等に要する経費（会

費、会場費、印刷製本費、

茶菓代等） 

飲食を主たる目的と

する会議等に要する

経費は、対象としな

い。 

交通費 日常的な調査研究活動に係

る交通に要する経費（交通

費、燃料費、有料道路通行

料、駐車料金、自動車借上

料等） 

 

通信費 日常的な調査研究活動に係

る通信に要する経費（電話

料金、インターネット接続

料、郵便料金等） 

 

人件費 会派が行う調査研究活動を

補助する職員を雇用する経

費（給与、賃金、報酬、費

用弁償等） 

３親等以内の親族又

は同居の家族を雇用

する経費は、対象と

しない。 

事務費 会派が行う調査研究活動の

ために必要な会派の事務運

営に要する経費（事務用品

購入費、事務機器購入費及

び借上料等） 

 

備考 交通費については、東京都台東区議会議員の議員報酬及

び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月台東区条例第１

９号）に定める鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の例による。  

付 則 

１ この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 



２ この条例による改正後の東京都台東区議会政務活動費の交付

に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政

務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の東

京都台東区議会区政調査研究費の交付に関する条例の規定によ

り交付した区政調査研究費については、なお従前の例による。 

 


